
水
循
環
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

令

和

三

年

六

月

八

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期

す
べ
き
で
あ
る
。

一

政
府
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
地
下
水
の
適
正
な
保
全
及
び
利
用
を
図
る
た
め
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
、
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
下
水
の
採
取
の
制
限

そ
の
他
の
必
要
な
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
周
知
を
行

う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
条
例
制
定
等
に
関
し
、
必
要
な
助
言
等
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
制
定
動
向
を

把
握
し
公
表
に
努
め
る
こ
と
。

二

地
下
水
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
り
観
測
さ
れ
て
い
る
観
測
デ
ー
タ

を
集
約
し
相
互
利
用
す
る
地
下
水
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
に
よ

る
地
下
水
の
適
正
な
保
全
及
び
利
用
に
関
す
る
協
議
会
の
運
営
や
、
地
方
公
共
団
体
等
が
行
う
地
下
水
に

関
す
る
観
測
等
に
必
要
な
支
援
を
講
ず
る
こ
と
。

ま
た
、
飲
み
水
な
ど
の
生
活
用
水
や
農
業
用
水
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
地
下
水
の
水
質
に
影
響
を
及
ぼ

す
可
能
性
の
あ
る
土
地
の
利
用
に
当
た
っ
て
も
、
地
域
住
民
の
意
見
を
踏
ま
え
た
対
応
が
図
ら
れ
る
よ
う

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



三

法
改
正
を
踏
ま
え
、
水
循
環
基
本
計
画
の
改
定
等
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


